
阪南市公用車運用最適化事業に係る事業者選定実施要領 

 

この要領は、阪南市公用車運用最適化事業を実施するに当たり、業務を円滑に遂行するた

めに最も適した事業者を契約候補者として選定することを目的として定める。 

 

１　基本的な事項 

　(1)　件名　　　阪南市公用車運用最適化事業 

　(2)　発注者　　阪南市 

　(3)　委託期間　別紙「阪南市公用車運用最適化事業仕様書」のとおり 

　(4)　業務内容　別紙「阪南市公用車運用最適化事業仕様書」のとおり 

　(5)　実施方法　公募型プロポーザル 

　(6)　予定価格　７，５５０，０００円（税込）を上限とする。 

　(7)　契約方法　阪南市財務規則（平成１３年阪南市規則第８号）の定めるところにより契

約する。 

 

２　参加資格 

　　本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる条件を全て満たすものとする。な

お、申請書が受理されている場合でも、要件のいずれかを満たしていないことが判明した

場合、要件を満たすまで有資格業者としては扱わないこととする。また、同一事業者や関

連事業者などで、適正な競争性が阻害されるおそれがある場合は、その参加資格を取り消

すことができるものとする。 

(1)　阪南市入札参加停止要綱（平成１３年阪南市訓令第１２号）に基づく入札参加停止若

しくは指名回避又は阪南市公共工事等暴力団排除措置要綱（平成２５年２月２１日決

裁）に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 

(2)　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第２項各号のいずれに

も該当しない者であること。 

（3） 成年被後見人（ただし、契約の締結及びその履行にあたり必要な認知、判断及び意思

疎通を適切に行うことができ、それを証明する医師の診断を提出できる者を除く。）で

ない者であること。 

（4） 被保佐人（ただし、契約締結のために必要な同意を得ていない者を除く。）でない者

であること。 

(5)　民法（明治２９年法律第８９号）第１７条第１項の規定による契約締結に関する同意

権付与の審判を受けた被補助人（ただし、契約締結のために必要な同意を得ていない者

を除く。）でない者であること。 

(6)　営業の許可を受けていない未成年者（ただし、契約締結のために必要な同意を得てい

ない者を除く。）でない者であること。 



(7)　公募開始の日から契約締結までの日において、民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てをしている者又は申立てをなされてい

る者（同法第３３条第１項の再生手続開始の決定を受けた者を除く。）、会社更生法（平

成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立てをしている者又

は申立てをなされている者（同法第４１条第１項の更生手続開始の決定を受けた者を除

く。）、金融機関から取引の停止を受けている者その他の経営状態が著しく不健全である

と認められる者でないこと。 

(8)  国税及び地方税を滞納していない者であること。 

(9)  阪南市暴力団排除条例（平成２４年阪南市条例第１６号）第２条に規定する暴力団、

暴力団密接関係者等に該当しない者であること。 

(10)　本業務と同等以上とみなされる業務を提供した実績があること又は本業務に関し、

事業者が独自に新たな提案を供する意思があること。 

(11)　阪南市公用車運用最適化事業を遂行できる体制が整えられていること。 

(12)　共同企業体又は協力会社と共同で提案する場合（以下「共同企業体等」という。）

は、参加申請に当たり、次に掲げる条件を全て満たすこと。 

　  ① 代表企業が参加申請者であること。 

　  ② 代表企業及び構成企業の全てが上記(1)～(9)の条件を全て満たすこと。 

　  ③ 共同企業体等として参加する場合は、共同企業体等として上記(10)・(11)の条件を

満たすこと。 

　  ④ 構成企業が、他の参加者の構成企業として重複していないこと。 

　  ⑤ 下記６(1)において、代表企業と構成企業の役割分担を明確にした書類を提出するこ

と。 

※本要領において「構成企業」とは、共同企業体の構成員及び協力会社をいう。 

 

３　実施日程 

 

 項目 日程等 備考

 公募開始 令和８年４月１３日（月）

 質疑書の提出期限 令和８年４月２２日（水）１７時まで

 質疑に関する回答 令和８年４月２７日（月）

 
参加申込書及び提案書等の提出

令和８年４月１３日（月）から 

令和８年５月８日（金）１７時まで

 一次審査（書類審査） 令和８年５月１１日（月）

 二次審査（プレゼンテーション） 令和８年５月１８日（月）（予定）

 審査結果の公表 令和８年５月２５日（月）

 契約締結 令和８年６月３日（水）（予定）



４　説明会 

　実施しない。参加申込書等の公募に関する資料・様式などは、本市ウェブサイトからダウ

ンロードすること。 

〔阪南市ウェブサイト〕https://www.city.hannan.lg.jp/ 

　 

５　質疑及び回答 

　(1)　提出方法 

業務内容、提案方法等に質疑がある場合は、質疑書（様式１）をメール送信にて提出

すること。なお、送信後に電話連絡を行うこと。回答は、阪南市ウェブサイトへ掲載す

るが、質問のあった事業者名は公表しないものとする。 

(2)  提出期限　令和８年４月２２日（水）　１７時まで 

　(3)　提出先 

　　　　阪南市　総務部　総務課　担当：寺本 

メールアドレス： soumu@city.hannan.lg.jp 

電　話：072-489-4500（直通）　 

(4)  回答日　　令和８年４月２７日（月） 

 

６　参加申込及び提案書等の提出 

参加を希望する場合は、以下の書類を提出すること。 

　(1)　提出書類 

　　【本市入札参加資格を有している者①から④・⑬から⑯】 

　　【本市入札参加資格を有していない者①から③・⑤から⑯】 

① 参加申込書　（様式２）　　１部 

② 業務実績表　（様式３）  　１部 

③ 業務体制表　（様式４）　  １部 

④ 阪南市入札参加資格審査申請済確認書　（様式５）　１部 

※ 阪南市入札参加資格審査申請要綱に基づく入札参加資格を有している者（「指名

願」提出済者）のみ 

※ 共同企業体等の場合は、代表企業及び構成企業分を各１部提出すること。 

※ 同参加資格を有していない者は、上記提出書類に加え、以下の⑤～⑫の書類を各

１部添付すること。（共同企業体等の場合は、同参加資格を有していない全ての構

成企業分について各１部添付すること。） 

⑤ 使用印鑑届   （様式６） 

⑥ 委任状   （様式７）　 

※支店等に委任する場合のみ 

　　⑦ 誓約書（阪南市暴力団排除条例関係）（様式８） 



　　⑧ 誓約書（入札参加停止措置関係）（様式９） 

⑨ 【法人の場合】商業登記簿謄本   （写し可） 

　 【個人の場合】身元証明書　　　 （写し可） 

⑩ 印鑑証明書   （写し可） 

⑪ 納税証明書　 （写し可） 

【法人の場合】 

　　ア　国税（税務署発行） 

・法人税及び消費税（未納のない証明「その３の３」） 

　　イ　都道府県税（本社所在地の都道府県税事務所発行） 

・法人事業税 

　　ウ　市税 

※商業登記簿記載の本店の所在地が阪南市内にある者のみ 

a.法人市民税・固定資産税・軽自動車税 

（阪南市役所税務課発行の未納のない証明） 

b.代表者の市（府）民税・固定資産税・軽自動車税（代表者の市区町村発

行） 

【個人の場合】 

　　ア　国税（税務署発行） 

・代表者の所得税及び消費税（未納のない証明「その３の２」） 

　　イ　都道府県税（本社所在地の都道府県税事務所発行） 

・代表者の個人事業税 

　　ウ　市税 

※阪南市で事業を営み、その代表者が阪南市住民である者のみ 

・代表者の市（府）民税・固定資産税・軽自動車税 

（阪南市役所税務課発行の未納のない証明） 

⑫ 【法人の場合】財務諸表（直近１年間分） 

　 【個人の場合】営業証明書 

※商業登記簿謄本、身元証明書、印鑑証明書、納税証明書及び営業証明書は、提出日

において発行日から３か月以内のものとすること。写しを提出した場合で、当該参

加者が契約候補者となったときは、契約締結時までに原本を提出すること。 

　⑬　構成企業の役割分担を明確にする資料（共同企業体等の場合のみ・任意様式） 

　⑭　提案書（様式１０）（任意様式の提案資料を添付すること。） 

　　ア　仕様書の業務内容に掲げる各事項について、具体的な提案を行うこと。 

　　イ　提案趣旨やアピールポイントなどを簡潔にわかりやすく記述すること。 

　　ウ　その他ＰＲ及び独自提案についても適宜資料を添付すること。 

 



　⑮ 業務工程表（任意様式） 

　※業務工程と役割分担が具体的にわかるように提案すること。 

⑯ 見積書（指定様式と任意様式） 

ア　車両の月額等については、指定様式に金額を記入すること。 

イ　管理システム、通信料、備品等の費用については、任意様式で提出すること。 

ウ　全て代表者の名称で作成・押印すること。 

※見積額は、消費税及び地方消費税を含む額とすること。 

(2)　⑭提案書・⑮業務工程表・⑯見積書の作成上の留意点 

①提出部数は、正本１部、副本１部（参加者名を特定できる記載をしないこと）及びＣ

Ｄ－ＲＯＭ等の電子媒体（提出書類（正本及び副本）をＰＤＦに変換したもの）１枚

とする。 

② 簡易なＡ４ファイルで提出すること。 

　③ 文字の大きさは、原則として１１ポイント以上とすること。 

　④ 提案書等は、表紙、目次を除き、両面印刷とする。 

⑤ 文書を補完するための写真、イラストの使用は任意とする。 

⑥ 提案書等の印刷の色は、任意とする。 

⑦ 提案書等の下段余白中央にページ番号を付すこと。 

⑧ 使用言語は日本語とし、提案書等の一部に日本語以外の言語を使用する場合は、同一

ページ内に注釈を付けること。 

⑨ 任意様式の提案資料の表紙には、タイトル「阪南市公用車運用最適化事業」、提出年

月日を記載し、正本には、社名（商号）、代表者氏名を記入の上、使用印を押印するこ

と。 

⑩ 見積書の正本には、社名（商号）、代表者氏名を記入の上、使用印を押印すること。 

　(3)　提出期間 

令和８年４月１３日（月）から令和８年５月８日（金）まで。ただし、土日祝日を除く

９時から１７時までとする。 

　(4)　提出方法 

　　　持参又は郵送。ただし、郵送の場合は、提出期間最終日の１７時までに必着のものを

有効とする。 

(5)　提出先 

〒599-0292　大阪府阪南市尾崎町３５番地の１ 

　阪南市　総務部　総務課宛 

 

 

 

 



７　審査項目及び配点等 

 

(1)　一次審査（書類審査）評価基準（審査基準１） 

 

 

(2)　二次審査（プレゼンテーション）評価基準（審査基準２） 

 

 

 

 審査項目 評価項目 配点

 

企業評価(業務遂行能力)

業務実績（様式３により評価） １０

 業務体制（様式４により評価） 

※共同企業体等での申込の場合は、所属に

会社名を記入すること

１０

 合　計 ２０

 審査項目 評価項目 配点

 

提案書

新規導入リース車両及び維持管理に関する評価 ３０

 
メンテナンス車両及び維持管理に関する評価 ３０

 
管理システムの機能・安全性に関する評価 ３０

 
給油・ETC 及び給電カードの運用に関する評価 １０

 
稼働分析・台数最適化の手法に関する評価 ３０

 
安全管理・運用支援に関する評価 １０

 
独自提案に関する評価 ３０

 
価格評価 見積額の価格 １０

 
合　　計 １８０



８　審査及び選定方法、結果 

（1） 一次審査（書類審査） 

参加申込み者が６者以上の場合は、阪南市公用車運用最適化事業に係る事業者選定委

員会（以下「選定委員会」という。）において、審査基準１に基づき提出書類を審査

し、審査点の合計点の上位５者を選定する。また、５者以下の場合は、参加申込み者全

てを一次審査による選定者とする。 

審査（選定）結果は、令和８年５月１３日（水）までに、全ての参加者に電子メール

にて通知する。 

なお、審査結果等についての異議申立ては、一切受け付けない。 

（2） 二次審査（プレゼンテーション） 

一次審査により選定された者により、提出された提案書に基づき、二次審査としてプ

レゼンテーションを行う。なお、プレゼンテーションは、非公開とする。 

①　実施日時 

令和８年５月１８日（月）（予定） 

詳細な実施日時については、各参加者に個別通知する。なお、プレゼンテーション

の実施順は、参加申込書等の提出順とする。 

②　実施場所 

阪南市役所　本庁舎３階　全員協議会室　（予定） 

実施場所は、変更する場合がある。変更する場合は、各参加者に個別通知する。オ

ンラインでの実施も可とする。ただし、オンライン会議システムのライセンスは提

案者にて用意し、会議用URL等をプレゼンテーション実施日の前日までに「１１　担

当部署・問合せ先」に記載のメールアドレスに送付すること。 

③　所要時間 

準備　　　　　　　　　　　５分以内 

プレゼンテーション　　　２０分以内 

質疑・応答　　　　　　　１５分程度 

　   ④　内容 

　　　　提案書の説明とする。 

⑤　出席者 

３人以内とすること。 

　 　⑥　その他 

ア　プレゼンテーションで使用する資料は、提出された提案書のみとする。 

イ　参加者名が特定できるプレゼンテーションを行わないこと。 

ウ　パソコン使用の場合は参加者が持参し、プロジェクター及びスクリーンは本市

が用意する（事前の連絡が必要）。 

 



（3）契約候補者の選定 

①　審査の手順 

ア　審査基準１及び２に基づき、選定委員会において選考する。 

一次審査、二次審査における合計得点が基準（６割以上）に達した者で、最高

得点者から第１位となる参加者を契約候補者として選定する。 

なお、最高得点者が２者以上になった場合は、審査基準２の得点が高い者と

し、更に同点の場合は、選定委員会の委員長が決定することとする。 

イ　第１位の者と、契約内容等について協議を行うこととする。 

なお、第１位の者との協議の結果、合意に至らなかった場合等は、第２位の者

と交渉を行うこととする。 

　　　　ウ　一次審査、二次審査における合計得点が基準（６割以上）に達する参加者がな

い場合は、候補者の選定を行わない。 

②　審査（選定）結果 

審査（選定）結果については、二次審査（プレゼンテーション）に参加した全ての

者に文書により通知する。また、令和８年５月２５日（月）以降、本市ウェブサイト

で、契約候補者第１位及び第２位の者について公表する。 

なお、審査（選定）結果等についての異議申立ては、一切受け付けない。 

 

９　契約の手続 

（1） 仕様書及び契約候補者の提案書等の内容を基本に協議の上、阪南市財務規則に基づ

き契約を締結する。 

（2） 原則として契約候補者の提案書等の記載内容を契約時の仕様とするが、本業務の目的

達成のため必要な範囲において、契約候補者との協議により項目を追加、変更及び削除

することがある。また、これにより見積額を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の

調整を行うことがある。 

（3） 上記（2）の調整後、契約候補者は、見積書を再度提出すること。 

（4） 契約保証金は、下記ア～エの中から一つを選択するものとする。ア～ウを選択した場

合は、契約金額の１００分の１０以上に相当する額とする。エを選択した場合は、本

市が定める基準範囲において１名立てること。なお、契約金額が１千万円以下の場

合、契約保証金は免除とする。 

ア　契約保証金（現金） 

イ　銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証 

ウ　履行保証保険 

エ　契約保証人 

 

 



１０　その他留意事項 

(1)  本プロポーザルに要する経費及び提出にかかる費用は、全て参加者の負担とする。 

(2)  市が必要と認めるときは、追加書類の提出を求める場合がある。 

(3)  提案書等は、１参加者につき１案とする。 

(4)  提出期限後の提案書等の修正又は変更は、原則として認めない。 

(5)  提案書等、本プロポーザルに係る全ての提出物は返却しないものとする。 

(6)  提案書等は、契約候補者の選定のために使用するが、情報公開請求があった場合、阪

南市情報公開条例（平成１２年阪南市条例第２６号）に基づく公開の対象となる。 

(7)  電子メールや郵送等の通信事故については、本市はいかなる責任も負わない。 

(8)  次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

① 参加資格要件を満たさなくなった場合 

② 提案書等が提出期限までに提出されなかった場合 

③ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

④ 見積額が予定価格を超えている場合 

⑤ 二次審査（プレゼンテーション）に参加しなかった場合 

⑥ 審査（選定）の公平性を害する行為があった場合 

⑦ ①～⑥に定める者のほか、著しく信義に反する行為があった場合 

（9） 参加申込後に辞退する場合は、第二次審査実施日時までに辞退届（任意様式）を提

出すること。 

 

１１　担当部署・問合せ先 

　　阪南市役所　総務部　総務課 

　　　〒599-0292　大阪府阪南市尾崎町３５番地の１ 

　　　電話：　072-489-4500（直通） 

　　　Ｅmail：soumu@city.hannan.lg.jp


